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（違反車両）

撮影車両年・月

２ ディーゼル自動車等運行規制に伴う検査結果等について

（１）カメラ検査

カメラ検査は、規制対象地域内の道路で、走行車両のナンバープレートを撮影し違反
車両であるかを確認しています。

平成20年10月までのカメラ検査で撮影した規制対象車両は292,406台（県内96,095台、
県外196,311台）で、うち違反車両は5,041台（県内1,063台、県外3,978台）となっています。
違反車両台数の府県別内訳は別表のとおりで、兵庫県、岡山県、京都府、奈良県で
多く、４府県で全体の約45%を占めています。また、種別では事業用が85%、自家用が15%と
なっています。

１ お知らせ

首都圏４都県で実施されているディーゼル車規制に適合するため、粒子状物質減少装置を

装着し、「八都県市粒子状物質減少装置装着適合車」ステッカーが貼付された車両であって

も、窒素酸化物（ＮＯｘ）の基準を満たしていない場合は、本県の運行規制の対象となります

ので、ご注意ください。

（車検証の備考欄に「使用車種規制（ＮＯｘ・ＰＭ適合）」と記載のない車は、規制の対象となり

ます。）

【兵庫県条例による規制内容】

自動車NOx・PM法の排出基準に適合しない車で、車両総重量8ﾄﾝ以上の自動車（バスにつ

いては定員３０人以上の大型バス）は、猶予期間を超えて、阪神東南部地域（神戸市灘区、東

灘区、尼崎市、西宮市南部、芦屋市、伊丹市）内を運行することができません。

なお、規制除外ケース、規制除外路線を定めるほか、特種自動車の一部は規制対象外とし

ています。



別表
○カメラ検査（平成20年10月まで）において運行規制違反を確認した都道府県別台数

支局名 事業用 自家用 うちバス
神戸 466 207 12
姫路 327 63 2
岡山 394 35 7
倉敷 7 1

京都府 330 78 408 京都 330 78 11
奈良県 257 114 371 奈良 257 114 10

和泉 176 25 4
大阪 45 30 1
福山 148 7 2
広島 110 5 3

滋賀県 172 43 215 滋賀 172 43 3
和歌山県 170 29 199 和歌山 170 29 9
香川県 164 10 174 香川 164 10 4
愛媛県 146 6 152 愛媛 146 6 2

三重 120 15 4
鈴鹿 3 0

福井県 129 3 132 福井 129 3 5
北九州 50 6
久留米 33 3 2
福岡 26 1 1
筑豊 11 2
岐阜 94 16 1
飛騨 1 0

徳島県 84 6 90 徳島 84 6 5
静岡 32 5
沼津 18 3 5
浜松 17 2 1

鳥取県 59 6 65 鳥取 59 6
石川 52 1 2
金沢 4 0
山口 52 2 1
下関 1 0

高知県 52 2 54 高知 52 2 3
鹿児島県 48 2 50 鹿児島 48 2 3
宮崎県 36 5 41 宮崎 36 5 1

名古屋 13 0 2
三河 12 1 4
豊橋 6 1 1
尾張小牧 2 0
豊田 1 0 1
袖ヶ浦 14 1 14
千葉 13 0 6
成田 7 0 6
長崎 22 1 1
佐世保 11 1

富山県 32 3 35 富山 32 3 1
島根県 31 3 34 島根 31 3 2

土浦 19 1 3
水戸 11 0 1
つくば 2 0 2

佐賀県 27 2 29 佐賀 27 2 1
熊本県 26 3 29 熊本 26 3 2

新潟 19 2 1
長岡 7 0
松本 16 1 1
長野 8 2 2

大分県 24 1 25 大分 24 1 4
宇都宮 13 0 4
栃木 7 0 1
とちぎ 1 0 1
札幌 15 2 2
旭川 2 0
函館 1 0
釧路 1 0

群馬県 15 2 17 群馬 15 2 2
岩手県 9 1 10 岩手 9 1 2

福島 9 0 8
いわき 0 1

宮城県 6 4 10 宮城 6 4 1
山梨県 9 0 9 山梨 9 0 4

青森 5 1
八戸 2 1 2

秋田県 7 0 7 秋田 7 0 3
熊谷 4 0 1
所沢 1 0 1
川越 1 0 1
山形 4 0
庄内 1 0

沖縄県 0 2 2 沖縄 0 2 2
神奈川県 0 1 1 湘南 0 1
計 4,270 771 5,041 194
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9

岐阜県 95 16

栃木県 21 0 21

2 28

茨城県 32

愛知県 34 2 36
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3 27
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岡山県

兵庫県

ー

新潟県 26

6
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15

1,063

401 36 437

793 270

備考
府県名 事業用 自家用 計

270

12 132

静岡県 67 10 77

福岡県 120

三重県 138

33

123

3533 2

1

34 1 35

埼玉県

2 9

北海道 19 2 21

福島県

青森県 7

長崎県

千葉県

長野県 24

石川県 56 1 57

大阪府 221 55 276

山形県 5 0 5

山口県 53 2 55



82
(4.9%)

1,607
(100%)

計

66
(5.4%)

1,230
(76.1%)

県外車両

16
(4.2%)

377
(23.9%)

県内車両

うち違反車両検査車両 平成20年11月までの街頭検査で確認し
た車両は1,607台（県内377台、県外1,230
台）で、うち違反車両は82台（県内16台、
県外66台）となっています。
違反車両台数の府県別内訳は別表の
とおりです。また、種別では事業用が85%、
自家用が15%となっています。

検査期間：平成１６年１０月～平成２０年１１月

検査回数：２０２回

（２）街頭検査

国道４３号線等主要幹線道路において、兵庫国道事務所等と合同で検査を実施し、運

行車両の車検証の提示を求め運行規制違反の有無を確認しています。

01いわき101福島県

02香川202香川県

04徳島404徳島県

04滋賀404滋賀県

05福山
606広島県

01広島

01土浦101茨城県

01佐賀101佐賀県

01福岡101福岡県

01三重101三重県

02山口202山口県

03群馬303群馬県

23京都523京都府

06愛媛606愛媛県

01札幌101北海道

11奈良211奈良県

02鳥取202鳥取県

02島根202島根県

02石川202石川県

05和歌山505和歌山県

12岐阜312岐阜県

82(100%)12(15%)70(85%)計

01大分101大分県

12和泉
624大阪府

12大阪

備考
計自家用事業用府県名

05岡山505岡山県

33姫路

37神戸
16610兵庫県

自家用事業用支局名

○街頭検査（平成20年11月まで）において運行規制違反を確認した府県別台数
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26
(1.4%)

1,799
（延べ2,310台）

うち違反車両調査車両

荷主等

運送事業者

0
(0.0%)

25
(13.0%)

192
(100%)

817

違反車両猶予期間切れ車両検査車両事業所数

0
(0.0%)

947
(11.7%)

8,110
(100%)

1,058

違反車両猶予期間切れ車両検査車両事業所数

※猶予期間切れ車両とは、阪神東南部地域を走行すれば違反となる車両

検査期間：平成１６年１０月～平成２０年１１月

（４）高校野球応援団バス等調査

第90回全国高校野球選手権記念大会の開催に伴い阪神甲子園球場に来場する大型

バス等について、浜甲子園駐車場においてナンバープレートを記録し、違反車両かどう
かを確認しました。

調査期間：平成20年8月2日～平成20年8月18日の17日間

違反車両２６台の府県別内訳は、千葉県：7台、兵庫県、
大分県：3台、茨城県、和歌山県：2台、北海道、長野県、
埼玉県、群馬県、石川県、岡山県、島根県、高知県、
宮崎県：各1台です。
なお、運行違反車両については、その車両所有者に

対して文書で通知し、今後の条例遵守の方策について
報告書を求めました。
３月２１日から開催される第81回選抜全国高校野球大会

においても、同様にナンバープレートの記録調査を実施
しますので、ご協力をお願いします。

（３）立入検査

運送事業者及び荷主等の立入検査を行い、車検証の確認や委託運送事業者への運

行規制の遵守に係る措置状況について確認を行っています。
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